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令和７年度静岡県生活困窮者等就労準備支援事業（企業開拓） 委託事業者選定事務実施要領

１ 趣旨

この要綱は令和７年度静岡県生活困窮者等就労準備支援事業（企業開拓）の委託事業者の選定に

関し、必要な事項を定めるものとする。

２ 事業の目的

生活困窮者や生活保護受給者で、一般就労が困難な働きづらさを抱えている方々※1が顕在化した

ため、中間的就労（職場体験や就労訓練）等を実施する企業等※2（以下「協力企業等」という。）

を開拓し、マッチングや定着支援を強化する。

※１支援対象者は別添仕様書の２業務の概要（３）支援対象者を参照。

※２協力企業等は別添仕様書の２業務の概要（４）協力企業等を参照。

なお、職場体験は１日程度の見学や体験、就労訓練は２日以上の実習を想定。

３ 委託期間

契約締結日から令和８年３月23日まで

４ 参加資格

以下の条件を全て満たすこと。

(1) 生活困窮者自立支援法施行規則（平成27年厚生労働省令第16号）第９条の規定に該当する者

であること。

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

(3) 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこと。

(4) 次のアからキのいずれにも該当しないこと。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」とい

う。）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。）

イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）である者

ウ 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をい

う。）が暴力団員等である者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって

暴力団又は暴力団員等を利用している者

オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的

に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 相手先が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入

契約その他の契約を締結している者

５ 委託業務の内容

就労準備支援員兼企業開拓員（以下「支援員」という）を設置し、協力企業等の開拓と支援対

象者の就労支援を行う。詳細は別添仕様書による。

６ 委託額

委託業務に係る委託額は、6,503,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。
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７ 事業の周知

県ホームページへの掲載

令和７年７月８日に県公報に掲載する。

８ 業者選定方法

(1) 委託業者の選定は、別添「生活困窮者等就労準備支援事業（企業開拓）委託事業者選定に係る

企画提案審査要領」により提出書類及び説明を総合的に審査して決定する公募型企画提案競技方

式により行う。

(2) 審査

ア 開 催 日：令和７年７月31日（木）午後を予定

イ 結果通知：契約予定者に特定された者に対しては、令和７年８月５日（火）までに、特定さ

れた旨を文書にて通知する。

特定されなかった者に対しては、令和７年８月５日（火）までに、特定されなか

った旨とその理由を文書にて通知する。

９ 特定されなかった者に対する理由の説明

(1) 特定されなかった者は、その理由について説明を求めることができる。

(2) (1)の説明を求める場合には、令和７年８月 13日（水）までに書面（様式自由）を持参により

提出すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。

(3) 説明を求められたときは、説明を求めた者に対し、令和７年８月20日（水）までに書面によ

り回答する。

(4) (2)の書面の提出先は、下記18とする。

10 提出書類

(1) 生活困窮者等就労準備支援事業（企業開拓）委託業務応募申込書（様式第１号）

(2) 応募者概要説明書（様式第２号）

(3) 事業計画書（様式第３号）

(4) 委託業務見積書（様式第４号）

(5) 複数事業者による共同体での参加申込みの場合は、共同体の構成員を記載した書類、共同体協

定書（（案）を含む。）の写し、委任状（様式第５号）

(6) 参加意思申請書（様式第６号）

11 提出書類様式

(1) 用紙はＡ４判、縦方向、横書き片面記載、ホチキス左方１箇所綴じ（製本テープは使用しない。）

とする。

なお、Ａ４判に収まらない図表などがある場合には、Ａ３判も可とする。

(2) 枚数は制限なしとする。

(3) 文章のほか、イラスト、写真等の使用も可とする。

12 提出部数

上の「10 提出書類」を７部ずつ提出すること。（ただし、正本１部及びその写し６部とする。）

13 提出方法

書類は、書留郵便又は持参により提出すること。
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14 提出期限

10提出書類の(6)参加意思申請書のみ、令和７年７月18日（金）までにメール送信。

他の書類(1)～(5)については、令和７年７月24日（木）までに郵送又は持参（必着）すること。

15 選定基準

選定の主な基準として、次の事項を重視し、総合的に判断する。

(1) 事業の実施手法は、確実に成果を上げることのできるものか。

(2) 事業執行に必要な経験や知識を持った支援員を確実に確保することができるか。

(3) 効果的な広報を実施することができるか。

(4) 個人情報管理の徹底を含めた十分な事業実施体制が構築できるか。

(5) 新規性のある取組が提案できるか。

(6) 社会的取組（男女共同参画、障害者雇用、子育て支援、健康経営、環境マネジメント等に係る

取組）に積極的か。

16 本実施要領及び仕様書に関する質問

(1) 受付日時：令和７年７月８日（火）午前８時30分から令和７年７月17日（木）午後５時まで

(2) 提出方法：下記の問合せ先に電子メールで提出すること。

(3) 回答方法：事務的な事項を除き、本実施要綱及び仕様書を配付した者全員に電子メールにて回

答する。

17 留意事項

(1) 公募型企画提案競技に要する一切の費用は、応募者の負担とする。

(2) 提出書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、提出書類等は原則として返却しない。

(3) 採用する企画提案書の使用権は、静岡県に帰属する。

(4) 受領した提出資料の差替え及び再提出はできない。

18 問合せ先・応募受付先

静岡県健康福祉部福祉長寿局地域福祉課 生活保護班

住 所 〒420‐8601 静岡市葵区追手町９番６号

電 話 054-221-2326

E-mail chifuku@pref.shizuoka.lg.jp


